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令和５年度答申第６８号

令 和 ６ 年 ２ 月 ９ 日

諮問番号 令和５年度諮問第７１号（令和６年１月２２日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 

答  申  書 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

結   論 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

理   由 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、父のＡ（以下

「父Ａ」という。）は軍人としての在職期間内に戦争により負傷したことが原

因で死亡したと主張して、Ｂ知事（以下「処分庁」という。）に対し、戦没者

等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法律第１００号。以下「特別

弔慰金支給法」という。）３条本文の規定に基づき、父Ａに係る特別弔慰金の

請求（以下「本件請求」という。）をしたところ、処分庁が、父Ａは軍人とし

ての公務上の傷病又は職務に関連した傷病に起因して死亡したとは認められな

いとして、本件請求を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をした

ことから、審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

⑴ 特別弔慰金支給法による特別弔慰金の支給

ア 特別弔慰金支給法３条本文は、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支

給すると規定している。 
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イ 特別弔慰金支給法２条１項本文は、この法律において「戦没者等の遺

族」とは、死亡した者の死亡に関し、令和２年４月１日（以下「基準日」

という。）までに戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２

７号。以下「遺族援護法」という。）による弔慰金（以下「弔慰金」と

いう。）を受ける権利を取得した者をいうと規定している。 

ウ 遺族援護法３４条１項は、昭和１２年７月７日以後における在職期間

内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和１６年１２月８

日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であった者の遺族には、

弔慰のため、弔慰金を支給すると規定し、同条２項は、前項の規定の適

用については、軍人軍属の在職期間内の勤務に関連する負傷又は疾病で

公務上の負傷又は疾病でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなすと

規定している。 

エ 遺族援護法３５条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡し

た者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及

びこれらの者以外の三親等内の親族（死亡した者の死亡の当時、その者

によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。）

とすると規定し、遺族援護法３６条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の

順位は、配偶者を第１順位、子を第２順位とすると規定している。 

オ 特別弔慰金支給法２条３項は、弔慰金を受ける権利を取得した者が基

準日において死亡しているときその他の同項各号に掲げる事由のいずれ

かに該当する場合において、基準日に当該死亡した者の子があるときは、

当該死亡した者の子は、同条１項の規定の適用については、弔慰金を受

ける権利を取得した者とみなすと規定している。 

⑵ 遺族援護法による遺族一時金及び遺族年金の支給 

ア 遺族援護法３９条の２（昭和５２年法律第４５号による削除前のもの。

以下同じ。）第１項は、同項各号に掲げる遺族には、遺族一時金を支給

すると規定し、同項１号には、「昭和１２年７月７日以後における在職

期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経

過後６年（厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、１２

年）以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族。ただし、

重大な過失によつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当

該公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡した

ことが明らかである者の遺族を除く。」が掲げられていた。そして、遺
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族援護法３９条の２第２項は、前項に規定する軍人軍属又は軍人軍属で

あった者の死亡に関し、遺族援護法による遺族年金、恩給法（大正１２

年法律第４８号）７５条１項２号又は３号に掲げる額の扶助料その他こ

れらに相当する給付を受けるべき遺族の範囲に該当する者がある場合に

は、遺族一時金を支給しないと規定していた。 

これを受けて、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則（昭和２７年厚生

省令第１６号。以下「遺族援護法施行規則」という。）３８条の２（昭和

５２年厚生省令第２５号による削除前のもの）第１項は、遺族援護法３９

条の２第１項１号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並

びに昭和１２年７月７日以後における在職期間内に発した公務上の結核性

疾病又は精神病に関連する疾病とすると規定していた。 

なお、昭和５２年法律第４５号は、同年１０月３１日までに支給事由が

生じた遺族援護法３９条の２第１項の規定による遺族一時金の支給につい

ては、なお従前の例によると規定していた（附則４条）。 

イ 遺族援護法２３条１項は、同項各号に掲げる遺族には、遺族年金を支

給すると規定し、同項９号（平成１１年法律第１６０号による改正前の

もの。以下同じ。）には、「昭和１２年７月７日以後における在職期間

内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後

６年（厚生大臣の指定する疾病により死亡した者については、１２年）

以内に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族（重大な過失に

よつて公務上負傷し、又は疾病にかかつた者の遺族及び当該公務上の負

傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみにより死亡したことが明らか

である者の遺族並びに前各号に掲げる遺族を除く。）」が掲げられてい

る。 

これを受けて、遺族援護法施行規則２４条の２第１項は、遺族援護法２

３条１項９号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに

昭和１２年７月７日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、

精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とすると規

定している。 

ウ 遺族援護法２３条１項９号の規定は、遺族援護法３９条の２第１項１

号に規定していた遺族一時金を廃止して年金化するために、昭和５２年

法律第４５号により追加されたものであり、上記イの遺族年金の支給に

係る死亡した者の身分及び死因の要件は、上記アの遺族一時金の支給に
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係るそれらの要件と同じであるとされている（昭和５２年６月２４日付

け援発第６１１号厚生省援護局長通達「戦傷病者戦没者遺族等援護法等

の一部を改正する法律等の施行について」の記第１の１の⑷のア、第３

の１の⑷のア及びエ参照）。 

⑶ 恩給法による一時扶助料の支給 

恩給法等の一部を改正する法律（昭和２８年法律第１５５号。以下「昭

和２８年恩給法等改正法」という。）附則１０条の２第２項は、在職中公

務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年３年以上７年未満の旧軍

人の遺族で、当該旧軍人の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又

は資格を失うべき事由に該当しなかったものに対しては、一時扶助料を給

するものとすると規定し、同条３項は、退職後昭和５０年８月１日前に公

務に起因する傷病によらないで死亡した実在職年３年以上７年未満の旧軍

人の遺族については、当該旧軍人がその退職の日において死亡したものと

みなして前項の規定を適用すると規定している。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 父Ａは、昭和１６年２月２０日、現役兵として歩兵第ａ連隊に入隊した

後、歩兵第ｂ連隊、歩兵第ｃ連隊補充隊等に転属となり、昭和２１年２月

２３日、除隊（召集解除、復員）となった。 

 （陸軍戦時名簿、本籍地名簿、履歴書） 

⑵ 審査請求人は、昭和２１年ｄ月ｅ日、父Ａと母のＣ（以下「母Ｃ」とい

う。）の間の長男として出生した。 

（戸籍個人事項証明書（審査請求人）、除籍謄本（筆頭者：父Ａ）、改製原

戸籍謄本（筆頭者：父Ａ）、改製原戸籍謄本（戸主：Ｄ）） 

⑶ 父Ａは昭和３０年１月１０日にＥ地で、母Ｃは平成２２年７月１４日に

Ｆ地で死亡した。 

（除籍謄本（筆頭者：父Ａ）、戸籍全部事項証明書（父Ａ）） 

⑷ 審査請求人は、令和２年１１月１２日、住所地のＧ市長を経由して、処

分庁に対し、特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、父Ａに係る特別

弔慰金の請求（本件請求）をした。 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

⑸ 処分庁は、令和４年６月２日付けで、審査請求人に対し、「特別弔慰金

の対象となるのは、死亡の要因が公務死又は職務関連死の場合です。Ａ様
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は公務死または職務関連死ではないため、請求者のＸ様は特別弔慰金を受

ける権利を有しません。」との理由を付して、本件請求を却下する処分

（本件却下処分）をした。 

Ｇ市長は、令和４年６月８日、処分庁から本件却下処分の通知書を受領

し、同月１３日付けで、審査請求人に対し、同通知書を送付した。 

（却下通知書、弁明書、「「第十一回特別弔慰金」に係る却下通知書の送付

について」と題する書面） 

⑹ 審査請求人は、令和４年９月２０日、審査庁に対し、本件却下処分を不

服として本件審査請求をした（なお、本件審査請求の審査請求書には、審

査請求人が本件却下処分のあったことを知った日は同年６月１６日と記載

され、当該審査請求書は、同年９月１６日、審査庁宛てに送付された。）。 

審査庁は、本件却下処分の通知書は、上記⑸のとおり、Ｇ市長から令和

４年６月１３日付けで審査請求人に送付されたところ、同通知書が同月１

５日以前に審査請求人に到達したことを確認することができる資料はない

として、本件審査請求は審査請求期間内にされた適法なものであるとした。 

（審査請求書、審査請求書の補正書、審査請求書を審査庁宛てに送付した封

筒、諮問説明書） 

⑺ 審査庁は、令和６年１月２２日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

以下の理由により、戦傷戦没者である父Ａの名誉回復を図るため、本件却

下処分の取消しを求める。 

⑴ 審査請求書 

母Ｃは、父Ａが死亡したのは戦争による負傷が原因であると思い、遺族

援護法に基づき、父Ａに係る遺族年金及び遺族一時金の請求をしたところ、

昭和６３年３月３１日に支給裁定がされ、遺族年金等の支給を受けていた。

母Ｃが死亡したので、審査請求人が父Ａに係る特別弔慰金の請求（本件請

求）をしたところ、処分庁は、「Ａ様は公務死または職務関連死ではない

ため、請求者のＸ様は特別弔慰金を受ける権利を有しません。」との理由

で本件却下処分をした。この却下理由は、母Ｃが遺族年金等の支給を受け

ていたことと矛盾する。 

⑵ 審査請求書の補正書に添付の手紙 
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審査請求人は、父Ａから、「頭が痛い、頭が痛い」、「Ｈ国で爆弾でや

られて頭にかけらが残っているらしいがとれないんだよ」と言われた覚え

があり、母Ｃからも、「爆弾の破片が頭の中にあり手術も出来ない」と聞

かされたことがある。母Ｃは、父Ａは戦傷戦没者ではないかと考えて、上

記⑴のとおり、遺族年金等の請求をしたものと思っていた。また、審査請

求人は、知人から、遺族年金を受給していた母（妻）の死亡後は、その子

が特別弔慰金を受給することができると教えられて、本件請求をした。と

ころが、処分庁は、本件請求から２年も過ぎて突然、父Ａは「公務死また

は職務関連死ではないため」との理由で本件却下処分をした。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 審査請求人が提出した戸籍によれば、父Ａは昭和３０年１月１０日に死亡

していること、審査請求人は父Ａの子であること、そして、母Ｃは平成２２

年７月１４日に死亡していることを確認することができる。 

したがって、本件は、特別弔慰金支給法２条３項に規定する場合（基準日

（令和２年４月１日）において、死亡した者の配偶者が死亡している場合に

おいて、当該死亡した者の子があるとき）に該当する。 

２ 処分庁保管の資料（陸軍戦時名簿、履歴書）によれば、父Ａは、昭和１６

年２月２０日に現役兵として歩兵第ａ連隊に入隊し、昭和２１年２月２３日

に復員したことを確認することができる。 

また、処分庁保管の資料（陸軍戦時名簿、現認証明書、事実証明書）によ

れば、父Ａは、Ｈ国のＩ地付近での戦闘において負傷（両大腿軟部貫通銃創

兼右肩頭兼右乳房部盲貫銃創）し、Ｊ兵站病院に入院し、Ｋ陸軍病院に転院

した後、昭和１９年２月２４日に治癒退院したが、昭和２０年１０月１３日

に疾病（マラリア兼精神分裂症）のためＬ陸軍病院に入院したことを確認す

ることができる。 

さらに、父Ａの死亡届に添付の死亡診断書によれば、父Ａの死亡（昭和３

０年１月１０日）の原因（直接死因）は「心臓衰弱」であり、「心臓衰弱」

の原因は「結核性脳膜炎」、その発病年月日は「昭和２９年１２月２５日」

であることを確認することができる。 

これらのことから、父Ａは、軍人としての在職中の公務上の傷病である

「両大腿軟部貫通銃創兼右肩頭兼右乳房部盲貫銃創」又は「マラリア兼精神

分裂症」により死亡したとは認められない。そして、父Ａの死亡の原因とな

った「結核性脳膜炎」の発病年月日は、昭和２１年２月の復員から８年が経
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過した昭和２９年１２月２５日であるから、父Ａの死亡の原因は、軍人とし

ての在職中のものとは認められない。 

したがって、父Ａは、軍人としての公務上の傷病又は勤務に関連した傷病

により死亡したとは認められない。 

３ 審査請求人が提出した資料によれば、次のことを確認することができる。 

⑴ 母Ｃに対して昭和６３年３月３１日付けで支給裁定がされた遺族一時金は、

遺族援護法３９条の２の規定に基づき、父Ａが軍人としての在職中の公務上

の傷病である「マラリア兼精神分裂症」に併発した傷病である「結核性脳膜

炎」による心臓衰弱により死亡したとの理由で支給がされたものである。 

⑵ 母Ｃに対して昭和６３年３月３１日付けで支給裁定がされた遺族年金は、

遺族援護法２３条１項９号の規定に基づく特設年金であるから、父Ａが軍人

としての在職中の公務上の傷病又は勤務に関連した傷病により死亡したとし

て支給がされたものではない。 

⑶ 母Ｃに対して昭和５１年８月２日付けで支給裁定がされた陸軍軍人一時扶

助料は、昭和２８年恩給法等改正法附則１０条の２の規定に基づき、公務に

起因する傷病によらないで死亡した実在職年３年以上７年未満の旧軍人の遺

族に対して支給がされたものである。 

そして、処分庁が提出した援護年金受給台帳によれば、父Ａの死因は、

「公務併発」とされているから、母Ｃに対して支給裁定がされた遺族年金は、

父Ａの軍人としての在職中の公務上の傷病により死亡したとして支給がされ

たものではないことを確認することができる。 

これらのことから、母Ｃに対して支給裁定がされた遺族援護法による遺族

一時金及び遺族年金並びに恩給法による一時扶助料は、父Ａが軍人としての

在職中の公務上の傷病により死亡したとして支給がされたものではないとい

うことができる。 

４ 以上によれば、父Ａは、軍人として公務上又は勤務に関連して負傷し、又

は疾病にかかり、これにより死亡したとは認められないから、審査請求人は、

特別弔慰金支給法による特別弔慰金の支給を受ける権利を有していない。 

したがって、本件却下処分は適正であり、本件審査請求は理由がないから

棄却すべきである。 

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件審査請求は

理由がないから棄却すべきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断 
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１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続

の経過は、次のとおりである。 

本件審査請求の受付    ：令和４年９月２０日 

反論書の提出期限     ：令和５年１月１０日 

審理員意見書の提出    ：同年７月１２日  

（反論書の提出期限から約６か月） 

本件諮問         ：令和６年１月２２日 

（審理員意見書の提出から約６か月半、本件

審査請求の受付から約１年４か月） 

⑵ そうすると、本件では、①反論書の提出期限から審理員意見書の提出ま

でに約６か月、②審理員意見書の提出から諮問までに約６か月半を要した

結果、審査請求の受付から諮問までに約１年４か月もの期間を要している。

しかし、上記①及び②の各手続に上記の各期間を要したことについて特段

の理由があったとは認められない。これらの手続が速やかにされていたな

らば、審査請求の受付から諮問までの期間は、上記よりも大幅に短縮され

ていたと考えられる。審査庁においては、審査請求事件の進行管理の仕方

を早急に見直す必要がある。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件審査請求から本件諮問に至るまでの

一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 審査請求人は、父Ａは軍人としての在職期間内に戦争により負傷したこ

とが原因で死亡したと主張する（上記第１の３の⑴及び⑵）。 

⑵ そこで、父Ａが軍人としての在職期間内に公務上の傷病又は勤務に関連

する傷病にかかり、これにより死亡したと認められるかについて検討する。 

まず、父Ａの軍人としての履歴をみてみると、以下のとおりである。 

ア 父Ａは、昭和１６年２月２０日に現役兵として陸軍に入隊し、昭和２

１年２月２３日に除隊となった（上記第１の２の⑴）。 

イ 父Ａは、昭和１７年４月２日、Ｈ国のＩ地付近において敵と交戦中、

敵の小銃弾により負傷（「両大腿軟部貫通銃創兼右肩頭兼右乳頭部盲貫

銃創」）し、Ｊ兵站病院に入院した後、国外及び国内の複数の陸軍病院

に転院して治療を受け、昭和１９年２月２４日に治癒退院となった（陸

軍戦時名簿、現認証明書）。 
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ウ 父Ａは、昭和１９年４月２３日に陸軍に復帰したが、Ｍ地で「マラリ

ア兼精神分裂症」を発病し、昭和２０年１０月１３日にＬ陸軍病院に入

院し、同年１２月２６日に退院した（陸軍戦時名簿、事実証明書２通）。 

次に、父Ａの死亡の原因をみてみると、父Ａは、昭和３０年１月１０日

に死亡した（上記第１の２の⑶）が、死亡の原因（直接死因）は「心臓衰

弱」であり、「心臓衰弱」の原因は「結核性脳膜炎」、その発病年月日は

「昭和２９年１２月２５日」とされている（父Ａの死亡届に添付の死亡診

断書）。 

そうすると、父Ａは、軍人としての在職期間内に公務上の傷病（両大腿

軟部貫通銃創兼右肩頭兼右乳頭部盲貫銃創、マラリア兼精神分裂症）にか

かったことは認められるが、当該公務上の傷病により死亡したとは認めら

れない。 

⑶ 審査請求人は、母Ｃが父Ａに係る遺族援護法による遺族年金及び遺族一

時金の支給を受けていたとして、父Ａは「公務死または職務関連死ではな

い」とする本件却下処分の理由は、母Ｃが遺族年金等の支給を受けていた

ことと矛盾すると主張する（上記第１の３の⑴）。 

審査請求人が本件審査請求において提出した資料によれば、母Ｃは、①

昭和６３年３月３１日付けで父Ａに係る遺族援護法による遺族年金の支給

裁定（裁定通知書、遺族年金証書）を、②同日付けで父Ａに係る遺族援護

法による遺族一時金の支給裁定（裁定通知書）を受けているほか、③昭和

５１年８月２日付けで父Ａに係る恩給法による陸軍軍人一時扶助料の支給

裁定（裁定通知書）を受けていることが認められる。 

上記①の遺族年金は、その支給の根拠となる「法適用区分」が「５２年

公務併発特設年金」とされている（援護年金受給台帳）。昭和５２年法律

第４５号により追加された特設年金は、遺族援護法２３条１項９号又は１

０号（平成１１年法律第１６０号による改正前のもの。以下同じ。）に規

定する遺族年金であるところ、父Ａは、陸軍を除隊となった約９年後に死

亡しており（上記⑵）、同項１０号に規定する「在職期間経過後１年（厚

生大臣の指定する疾病により死亡した者については、３年）以内に死亡し

た軍人軍属又は軍人軍属であつた者」には該当しないから、上記①の遺族

年金は、遺族援護法２３条１項９号の規定に基づき支給裁定がされたもの

と考えられる。 

そこで、遺族援護法２３条１項９号に規定する遺族年金（特設年金）に
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ついて検討すると、同号は、遺族援護法３９条の２第１項１号に規定して

いた遺族一時金を廃止して年金化したものであり、遺族年金の支給に係る

死亡した者の身分及び死因の要件は、遺族一時金の支給に係るそれらの要

件と同じであるとされている（上記第１の１の⑵のウ）。そして、遺族一

時金について規定していた遺族援護法３９条の２第１項１号は、軍人軍属

又は軍人軍属であった者（以下「軍人軍属等」という。）の死亡が公務上

の傷病によるものであると推測されるにもかかわらず、その立証ができな

いために遺族年金の支給を受けられない当該軍人軍属等の遺族に対し、遺

族一時金を支給することとしたものであった（昭和３９年７月９日付け発

援第３６号厚生事務次官依命通達「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部

を改正する法律の施行について」の記１の⑵参照）。すなわち、遺族一時

金は、軍人軍属等が、退職後に交通事故により死亡した場合などの公務上

の傷病による影響が全く考えられない事由によって死亡した場合を除き、

公務上の傷病に併発した疾病により死亡した全ての場合に支給されるもの

であった（昭和３９年８月３日付け援発第７８０号厚生省援護局長通達

「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部改正について」の記２の⑴のア、

昭和４０年４月７日付け援護第２０２号厚生省援護局援護課長通知「戦傷

病者戦没者遺族等援護法の運用について（その１１）」の別添「戦傷病者

戦没者遺族等援護法問答（その１１）」の（問１）に対する（答）参照）。

したがって、遺族援護法２３条１項９号に規定する遺族年金（特設年金）

は、遺族援護法３９条の２第１項１号に規定していた遺族一時金と同様、

軍人軍属等が公務上の傷病に併発した疾病により死亡した場合に支給裁定

がされるものである。 

そうすると、母Ｃが支給を受けていた父Ａに係る遺族年金及び遺族一時

金は、父Ａが公務上の傷病により死亡したとして支給裁定がされたもので

はなく、上記⑵のとおり、父Ａが軍人としての在職期間内に公務上の傷病

である「マラリア兼精神分裂症」にかかり、陸軍を除隊となった約９年後

に「結核性脳膜炎」を発病し、それを原因とする心臓衰弱により死亡した

ことから、父Ａが公務上の傷病に併発した疾病により死亡したとして支給

裁定がされたものと認められる。したがって、母Ｃが支給を受けていた父

Ａに係る一時扶助料も、父Ａが陸軍を「退職後昭和５０年８月１日前に公

務によらないで死亡した」（昭和２８年恩給法等改正法附則１０条の２第

３項）として支給裁定がされたものと認められる。 
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以上によれば、母Ｃが支給を受けていた父Ａに係る遺族年金、遺族一時

金及び一時扶助料は、いずれも父Ａが軍人としての在職期間内に公務上の

傷病により死亡したとして支給裁定がされたものではないから、母Ｃが父

Ａに係る遺族年金、遺族一時金及び一時扶助料の支給を受けていたことは、

父Ａが軍人としての在職期間内に公務上の傷病により死亡したとは認めら

れないとの上記⑵の認定と矛盾するものではなく、審査請求人の上記主張

は、採用することができない。 

⑷ 上記⑵及び⑶で検討したところによれば、父Ａは、軍人としての在職期

間内に公務上の傷病又は勤務に関連した傷病にかかり、これにより死亡し

たとは認められないから、審査請求人は、遺族援護法３４条１項に規定す

る遺族に該当せず、特別弔慰金支給法２条１項に規定する特別弔慰金の支

給要件を満たしていないから、特別弔慰金を受ける権利を有していない。 

したがって、本件却下処分は、違法又は不当であるとはいえない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   野 口   貴 公 美 

委   員   村   田   珠   美 


